
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

４０３ 精密眼圧測定（眼精疲労、白内障）の算定について 

 

《令和６年１２月２７日》 

 

○ 取扱い 

 

次の傷病名に対するＤ264 精密眼圧測定の算定は、原則として認められる。 

⑴ 眼精疲労（再診時） 

⑵ 白内障 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

精密眼圧測定は、眼内圧を測定する検査である。眼精疲労の原因は、屈折異

常、老眼、ドライアイ、白内障、緑内障等多岐にわたる。また、白内障につい

ては、その進行による眼圧の上昇を調べる目的等において、精密眼圧測定は有

用である。 

以上のことから、上記傷病名に対するＤ264 精密眼圧測定の算定は、原則と

して認められると判断した。 
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